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研
究
ノ
ー
ト小

通
事
・
朴
徳
源
の
再
検
討

岡

部

良

一

は
じ
め
に

　

朴
徳
源
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
江
戸
中
期
の
朝
鮮
通
信
使
小
通
事

と
さ
れ
、
残
さ
れ
て
い
る
墨
蹟
も
少
な
く
な
い（

１
）。
し
か
し
何
時
来
日

し
た
者
か
、
研
究
者
に
よ
っ
て
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
る（

２
）。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か
と
言
え
ば
、
各
次
の
使

行
録
を
始
め
、
内
外
の
史
書
に
彼
の
名
が
見
え
ず（

３
）、
ま
た
通
訳
の
事

故
と
か
、
途
中
交
替
し
た
と
い
う
記
事
も
見
当
た
ら
な
い
。
謎
の
人

物
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
こ
で
日
本
に
残
さ
れ
た
筆
蹟
や
記

録
を
詳
細
に
再
検
討
し
、
そ
の
実
態
に
迫
っ
て
み
た
い
。

一

　

彼
の
人
物
像
を
考
え
る
上
で
管
見
に
及
ん
だ
史
料
は
次
の
通
り
で

あ
る
。�

（
順
不
同
）

①
扇
面
詩
歌
（『
大
系
朝
鮮
通
信
使
・
巻
６
』）
所
載
）

　
　

は
る
を
し
る　

ま
が
き
の
竹
の　

朝
露
ハ

　
　
　
　

千
代
も
か
ハ
ら
ぬ　

い
ろ
や
そ
ふ
ら
ん　
　

朝
鮮　

聾
窩

　

五
言
律
詩
「
渚
雲
低
暗
度　

闃
月
冷
相
随
」　

朝
鮮　

朴
徳
源

　

日
本
法
眼
周
圭
画
の
賛
。

　

☆
唐
崔
塗
「
孤
雁
」
よ
り
抜
粋
。

②
七
言
律
詩
「
湖
添
水
色
消
残
雪　

江
送
潮
頭
湧
漫
波
」（
李
元
植

氏
蔵
）
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☆
唐
元
稹
『
元
氏
長
慶
集
』
巻
二
二
。「
和
楽
天
早
春
見
寄
」
よ

り
抜
粋
。

③
七
言
詩「
花
逢
皓
月
精
神
好　

月
見
奇
花
光
彩
舒
」（
李
元
植
氏
蔵
）

　

☆
宋
邵
雍
『
伊
川
撃
壌
集
』
巻
六
。「
花
月
長
吟
」
よ
り
抜
粋
。

④
七
言
律
詩
「
龍　
　

旌
旗
日
暖
龍
蛇
動　

宮
殿
風
微
燕
雀
高
」
朝

鮮
朴
徳
源
書
（
李
元
植
氏
蔵
）

　

☆
唐
杜
甫
「
奉
和
賈
至
舎
人
早
朝
大
明
宮
」
よ
り
抜
粋
。

⑤
軸
物
（
建
仁
寺
両
足
院
蔵
）
安
倍
仲
麻
呂
の
五
言
排
律
（
朴
徳
源

書
と
和
歌
（
趙
景
安
書
）
が
並
ぶ
。
仲
麻
呂
の
唐
名
は
晁
卿
。
晁

衡
。

　

☆
『
全
唐
詩
』
巻
七
三
二
、「
銜
命
還
国
作
」
よ
り
抜
粋
。

和
歌
「
天
の
原　

振
さ
け
見
れ
ば　

か
す
が
な
る　

三
笠
の
山

に　

い
で
し
月
か
も
」
が
続
く
。

⑥
「
淇
園
」　
　

朝
鮮
朴
徳
源
書
（（
李
元
植
氏
蔵
）
春
秋
時
代
、

衞
に
あ
っ
た
園
の
名
。『
述
異
記
』
に
「
衞
有
淇
園
、
生
竹
」
と

あ
る
。

　

そ
れ
と
も
儒
学
者
柳
沢
淇
園
か
皆
川
淇
園
を
指
す
か
。

⑦
京
都
府
亀
岡
市
曽
我
部
の
金
剛
寺
の
扁
額

　

「
為
日
本
国
僊
叟　

金
剛
窟　

朝
鮮
朴
徳
源
書
」

⑧
三
重
県
鈴
鹿
市
白
子
本
町
の
青
龍
寺
の
肉
筆
扁
額

　

「
體
用
山　
　

朝
鮮
朴
徳
源
書
」

⑨
『
楽
郊
紀
聞
』
巻
一
〇
（
東
洋
文
庫
）

同
じ
小
通
事
朴
徳
源
と
い
う
も
の
、
西
館
に
来
り
し
時
、
御
送
使

屋
に
、
法
師
と
女
と
を
一
幅
に
書
し
掛
物
を
見
て
、「
珍
し
や
法

師
の
前
に
女
と
は
」
と
申
せ
し
由
。
此
者
「
西
東
同
じ
心
の
月
見

哉
」
と
云
句
を
詠
ぜ
し
も
の
也
。
是
も
此
方
の
語
に
能
く
通
ぜ
し

も
の
と
見
ゆ
。
但
文
化
信
聘
の
始
ま
り
し
後
に
、
訳
使
等
が
姦
計

の
事
に
党
し
て
、
彼
国
よ
り
、
館
近
辺
に
て
刑
せ
し
由
也
。

　

次
に
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
判
明
す
る
こ
と
を
列
挙
す
る
。

・
朴
徳
源
は
小
通
事
と
し
て
日
本
語
は
勿
論
、
漢
詩
文
・
和
歌
・

俳
句
に
も
精
通
し
た
人
で
あ
っ
た
。

・
漢
詩
は
杜
甫
・
崔
塗
・
元
稹
・
安
倍
仲
麻
呂
や
邵
雍
等
の
唐
宋

詩
の
一
部
を
写
し
た
も
の
で
、
独
自
の
作
は
無
く
、
原
典
に
当

た
る
な
ど
事
前
準
備
が
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
。

・
①
の
落
款
に
よ
り
彼
の
号
は
「
聾
窩
」
で
あ
る
。

・
⑤
よ
り
朴
徳
源
と
趙
景
安
は
同
僚
と
思
わ
れ
る
が
、
二
人
と
も

通
信
使
小
通
事
の
座
目
に
見
え
な
い
。
趙
景
安
も
和
歌
・
俳
句

に
精
通
し
作
品
を
残
し
て
い
る（

４
）。

・
⑦
⑧
か
ら
寺
院
の
扁
額
の
も
と
に
な
っ
た
書
も
揮
毫
し
て
い
る
。

・
⑨
よ
り
釜
山
草
梁
倭
館
の
西
館
や
御
送
使
屋
に
出
入
り
し
た
小

通
事
と
判
明
す
る）

（
（

。

　

朴
徳
源
の
遺
墨
は
右
以
外
に
も
あ
り
、
今
後
も
見
つ
か
る
可
能
性

が
高
い）

（
（

。



― 137 ―

　

そ
れ
に
し
て
も
他
の
通
信
使
一
行
の
随
員
の
場
合
と
比
較
し
一
度

に
し
て
は
彼
の
墨
蹟
が
多
す
ぎ
る
。
通
信
使
の
来
日
時
、
日
程
が
厳

し
く
身
分
の
低
い
中
官
の
小
通
事
は
現
場
の
対
応
に
追
わ
れ
、
時
間

的
余
裕
が
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ち
な
み
に
和
歌
や
俳
句
に
長
け

た
訳
官
に
つ
い
て
『
通
航
一
覧
』
は
玄
徳
淵
と
聖
欽
（
李
明
和
）
の

二
人
を
挙
げ
て
い
る
が（

７
）、
玄
徳
淵
は
延
享
度
（
一
七
四
八
）
の
堂
上

訳
官
、
李
明
和
は
宝
暦
度
（
一
七
六
四
）
の
次
上
通
事
で
い
ず
れ
も

高
官
で
あ
る
。
ま
た
全
国
に
残
る
通
信
使
関
連
の
寺
院
扁
額
を
見
る

に
、
そ
の
揮
毫
者
は
朴
徳
源
を
除
い
て
す
べ
て
写
字
官
な
ど
高
官
で

あ
る（

８
）。
こ
れ
ら
か
ら
朴
徳
源
は
元
々
江
戸
ま
で
行
っ
た
通
信
使
一
行

の
中
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
湧
く
。
そ
こ

で
限
ら
れ
た
史
料
を
手
掛
か
り
に
こ
の
点
を
考
察
し
て
い
く
。

二

　

ま
ず
①
扇
面
詩
歌
に
見
ら
れ
る
法
眼
周
圭
で
あ
る
が
、『
古
画
備

考（
９
）』
に
よ
る
と
、
大
坂
の
絵
師
吉
村
周
山
の
子
で
、
吉
村
充
貞
の
こ

と
で
あ
る
。『
国
書
人
名
辞
典
』
よ
る
と
父
の
周
山
は
大
岡
春
卜
と

並
び
称
さ
れ
、
没
年
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）。
つ
ま
り
法
眼
と

し
て
の
周
圭
の
活
躍
は
そ
れ
以
後
で
あ
る
。『
大
阪
人
物
誌
』
に
よ

れ
ば
「
寛
政
頃
の
人
」
と
い
う
。『
大
系
朝
鮮
通
信
使
・
巻
６
』
で

は
周
圭
と
周
山
を
混
同
し
て
い
る
。

　

次
に
⑦
京
都
府
亀
岡
市
曽
我
部
の
金
剛
寺
扁
額
の
「
為
日
本
国
僊

叟
」
を
検
討
す
る
。
山
門
棟
札
に
よ
る
と
、
鐘
楼
を
兼
ね
た
楼
門
型

の
山
門
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
六
世
磐
山
和
尚
の
代
に
播
州
加

東
郡
来
住
村
棟
梁
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
金
剛
寺
年
譜
に
よ

れ
ば
、
僊
（
仙
）
叟
和
尚
は
金
剛
寺
の
七
世
。
六
世
磐
山
の
没
年
は

天
明
六
年
（
一
七
八
六
）
十
月
十
九
日
、
僊
叟
は
文
化
十
一
年
（
一

八
一
四
）
の
没
。
つ
ま
り
僊
叟
が
住
職
で
あ
っ
た
時
期
は
天
明
六
年

以
後
で
文
化
十
一
年
ま
で
の
凡
そ
二
八
年
間
で
あ
っ
た
。
扁
額
の
成

立
は
、
僊
叟
が
住
職
と
な
っ
た
早
い
時
期
と
思
わ
れ
る
。
棟
札
に
は

「
現
住
叟
」
と
あ
り
、
扁
額
は
僊
叟
の
為
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
僊
叟
が
寺
を
継
承
し
た
時
山
門
は
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
の
扁
額

が
無
か
っ
た
、
そ
こ
で
朴
徳
源
に
書
を
依
頼
し
た
と
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
る
。棟
札
は
扁
額
設
置
と
同
時
に
製
作
さ
れ
た
と
思
え
る
が
、

残
念
な
が
ら
そ
の
年
記
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
僊
叟
は
位
牌
に
「
前

臨
川
当
山
再
中
興
仙
叟
鳳
西
堂
和
尚
大
禅
師
」
と
見
え
、
金
剛
寺
の

発
展
に
尽
し
た
僧
侶
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
⑨
『
楽
郊
紀
聞
』
の
「
文
化
信
聘
の
始
ま
り
し
後
に
」
処

刑
さ
れ
た
と
い
う
記
事
を
確
認
す
る
。「
文
化
信
聘
の
始
ま
り
」
と

は
第
十
二
次
（
文
化
八
年
・
一
八
一
一
）
の
来
聘
準
備
段
階
か
ら
の

長
い
動
き
を
指
す
。
そ
の
具
体
的
始
ま
り
は
文
化
元
年
六
月
に
幕
府

は
来
る
己
巳
年
（
一
八
〇
九
・
文
化
六
年
）
の
対
馬
聘
礼
を
決
定
す

る
。
そ
れ
が
対
馬
藩
を
通
し
て
朝
鮮
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
文
化
二
年
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十
一
月
の
こ
と
。「
訳
使
等
が
姦
計
の
事
」
と
は
、
こ
の
交
渉
の
始

ま
る
直
前
の
純
祖
五
年
（
一
八
〇
五
・
文
化
二
年
）
八
月
、
朝
鮮
に

お
い
て
い
わ
ゆ
る
奸
訳
の
偽
造
書
契
事
件
が
発
覚
。『
邊
例
集
要
』

巻
十
四
雑
犯
に
そ
の
概
略
が
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
十
年
以
前

の
丙
辰
（
寛
政
八
年
）、
対
馬
に
お
い
て
堂
上
訳
官
朴
俊
漢
・
朴
致

儉
ら
が
文
書
・
公
印
を
偽
造
し
、
独
断
で
易
地
通
商
を
行
い
報
酬
を

得
て
い
た
こ
と
が
判
明
。
し
か
し
二
人
は
す
で
に
死
亡
、
同
様
の
行

動
を
そ
の
後
も
繰
り
返
し
て
い
た
偽
造
書
契
の
崔

・
崔
国
禎
、
写

書
契
の
朴
潤
漢
、
刻
図
署
の
金
漢
謨
の
四
名
を
純
祖
五
年
九
月
六
日

草
梁
前
路
で
梟
首
し
落
着
す
る
。
田
保
橋
潔
の
研
究
に
よ
る
と
こ
の

罪
状
は
秘
密
に
さ
れ
、『
承
政
院
日
記
』
や
『
日
省
録
』
に
は
見
え

な
い
と
い
う）

（（
（

。
処
刑
さ
れ
た
四
名
は
い
ず
れ
も
高
官
で
、
そ
れ
に
連

座
し
た
下
級
役
人
も
重
罪
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朴
徳
源
は
下
級

通
訳
の
た
め
名
前
は
省
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
両
国
の
折
衝
は

続
き
、
当
初
の
予
定
は
伸
び
文
化
六
年
に
準
備
の
た
め
の
訳
官
使
が

対
馬
に
渡
り
、
文
化
八
年
に
対
馬
易
地
聘
礼
が
実
現
す
る
。
つ
ま
り

朴
徳
源
は
第
十
二
次
文
化
度
通
信
使
実
現
の
前
に
処
刑
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　

以
上
三
史
料
を
勘
案
す
る
と
、
朴
徳
源
は
第
十
次
延
享
度
・
第
十

一
次
宝
暦
度
・
第
十
二
次
文
化
度
通
信
使
の
随
員
に
は
該
当
し
な
い
。

通
信
使
座
目
の
小
通
事
に
名
前
が
無
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
で
は
ど

う
考
え
る
か
。

三

　

十
二
度
の
朝
鮮
通
信
使
以
外
に
小
通
事
を
伴
っ
た
「
朝
鮮
渡
海
訳

官
使
」
と
呼
ば
れ
る
釜
山
と
対
馬
を
結
ぶ
交
流
が
五
六
回
も
あ
っ
た

こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
方
面
の
研
究
も
ま
だ
ま
だ

遅
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
あ
る）

（（
（

。
第
十
一
次
宝
暦
度
か
ら
第
十
二

次
文
化
度
ま
で
の
間
、
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
の
対
馬
行
は
七
回
あ
る

が）
（（
（

、
こ
の
う
ち
朴
徳
源
が
対
馬
に
渡
っ
た
と
思
え
る
の
は
安
永
九
年

・
天
明
三
年
・
天
明
七
年
・
寛
政
八
年
の
四
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
初

期
の
明
和
三
年
と
明
和
五
年
は
共
に
海
難
事
故
に
遭
遇
し
犠
牲
者
も

多
く）

（（
（

、
再
開
は
十
二
年
後
で
、
小
通
事
も
新
し
く
入
れ
替
っ
た
と
思

え
る
か
ら
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
文
化
六
年
は
処
刑
後
で
該
当
し
な
い
。

朴
徳
源
が
対
馬
に
渡
っ
た
の
は
安
永
九
年
（
一
七
八
〇
）
か
ら
寛
政

八
年
（
一
七
九
六
）
ま
で
、
そ
の
後
の
日
本
人
と
の
接
触
は
釜
山
草

梁
倭
館
に
て
文
化
二
年
の
事
件
発
覚
ま
で
続
く
。
小
通
事
と
し
て
の

活
躍
は
凡
そ
二
五
年
、
こ
の
間
に
朴
徳
源
ら
は
日
本
人
の
要
求
を
入

れ
、
唐
宋
詩
や
和
歌
・
俳
句
、
更
に
は
寺
院
の
山
額
を
書
き
報
酬
を

得
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。こ
れ
が
墨
跡
の
多
い
理
由
で
あ
る
。

　

こ
の
仮
説
を
史
料
に
当
て
は
め
る
と
、
①
は
寛
政
八
年
、
⑦
は
天

明
七
年
か
寛
政
八
年
、
但
し
天
明
七
年
は
僊
叟
の
住
職
就
任
直
後
で

あ
ま
り
に
早
く
、
恐
ら
く
次
の
寛
政
八
年
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
堂
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上
官
（
正
使
）
は
朴
俊
漢
・
崔
昌
謙
、
堂
下
官
（
副
使
）
は
林
瑞
茂
、

総
員
六
八
人
。
八
月
二
九
日
対
馬
国
府
中
着
。
九
月
六
日
藩
主
茶
礼

挙
行
、
十
月
九
日
以
酊
庵
宴
席
、
十
一
月
九
日
府
中
出
帆
。
十
二
月

十
三
日
釜
山
帰
着
。
対
馬
滞
在
は
約
二
ケ
月
も
あ
り
、
書
や
軸
物
を

書
く
ゆ
と
り
は
十
分
に
あ
っ
た）

（（
（

。
寛
政
八
年
と
い
え
ば
例
の
「
奸
訳

の
偽
造
書
契
事
件
」
が
起
き
た
年
で
あ
る
。
六
八
名
中
の
小
通
事
は

四
人
程
と
思
わ
れ）

（（
（

、
そ
の
中
に
朴
徳
源
や
趙
景
安
が
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
最
近
公
開
さ
れ
た
⑤
建
仁
寺
両

足
院
蔵
の
掛
軸
に
注
目
し
た
い
。
な
ぜ
両
足
院
に
朴
徳
源
の
揮
毫
が

あ
る
か
と
言
え
ば
、
輪
番
僧
と
し
て
両
足
院
か
ら
対
馬
へ
赴
任
し
以

酊
庵
六
〇
世
と
な
っ
た
高
峰
東
晙
と
関
係
す
る
。
そ
の
期
間
は
安
永

八
年
（
一
七
七
九
）
六
月
よ
り
天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
五
月
ま
で

の
三
年
間
で
、
両
足
院
出
身
の
輪
番
僧
は
延
宝
年
間
の
雲
外
東
竺
以

来
凡
そ
百
年
ぶ
り
の
赴
任
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
の
期
間
の
訳
官
使
は
、
安

永
九
年
（
一
七
八
〇
）
十
一
月
二
七
日
来
島
し
た
堂
上
官
崔
鳳
齢
・

玄
啓
根
、
堂
下
官
卞
世
謙
の
一
行
の
み
で
あ
る）

（（
（

。
つ
ま
り
こ
の
掛
軸

は
両
足
院
高
峰
東
晙
と
朴
徳
源
が
接
触
し
た
確
実
な
証
し
で
あ
る
。

朴
徳
源
に
と
つ
て
こ
の
時
が
初
め
て
の
渡
海
と
思
わ
れ
る
。

　

対
馬
府
中
に
は
以
酊
庵
を
中
心
に
⑦
金
剛
寺
や
⑧
青
龍
寺
の
関
係

者
、
①
法
眼
周
圭
画
の
賛
を
求
め
る
人
達
が
集
ま
り
、
中
に
は
朝
鮮

人
の
書
画
を
売
買
す
る
目
的
の
者
ま
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と

⑥
「
淇
園
」
は
皆
川
淇
園
を
指
す
可
能
性
が
高
い）

（（
（

。
淇
園
は
同
時
代

の
人
で
あ
り
、
通
信
使
に
二
度
接
触
、
朝
鮮
文
化
に
関
心
を
持
ち
、

し
か
も
円
山
応
挙
に
師
事
し
絵
画
に
も
優
れ
て
い
た
。
金
剛
寺
は
応

挙
寺
と
も
呼
ば
れ
、
応
挙
と
の
関
係
が
深
い
。
こ
の
書
は
金
剛
寺
の

扁
額
と
同
時
代
の
作
品
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

と
も
あ
れ
多
く
の
日
本
人
が
朝
鮮
人
の
墨
蹟
を
求
め
た
こ
と
は
事

実
で
、
各
使
行
録
に
そ
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
特
に
宝
暦
度

で
は
「
唐
人
殺
し
」
事
件
が
あ
り
、
そ
の
後
は
そ
れ
に
因
ん
だ
歌
舞

伎
の
上
演
、『
宝
暦
物
語
』
等
多
く
の
読
本
も
出
版
さ
れ
一
種
の
異

国
ブ
―
ム
が
起
き
て
い
た
。
文
化
年
間
の
場
合
も
、
対
馬
に
お
い
て

上
判
事
卞
文
圭
（
号
梅
軒
）
が
遠
く
丹
後
峰
山
の
全
性
寺
や
長
安
寺

の
山
額
揮
毫
を
依
頼
さ
れ
た
例
も
あ
る）

（（
（

。
以
上
の
考
察
に
大
過
無
け

れ
ば
、
す
べ
て
の
史
料
が
合
理
的
に
説
明
出
来
よ
う
。

お
わ
り
に

　

要
す
る
に
朴
徳
源
は
江
戸
ま
で
行
っ
た
朝
鮮
通
信
使
の
小
通
事
で

は
な
く
、
安
永
九
年
か
ら
寛
政
八
年
に
か
け
、
数
度
に
わ
た
り
対
馬

に
来
航
し
た
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
の
小
通
事
で
あ
っ
た
。
日
本
に
残
る

彼
の
墨
蹟
の
多
く
は
こ
の
時
、
対
馬
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
最
近
、
朴
徳
源
第
十
一
次
宝
暦
度
通
信
使
説
が
一
人
歩
き

し
て
お
り
憂
慮
し
て
い
る）

（（
（

。
今
後
、
夥
し
い
対
馬
宗
家
文
書
の
中
か
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ら
彼
に
関
す
る
新
史
料
の
発
見
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
（
お
か
べ 

り
ょ
う
い
ち 

朝
鮮
通
信
使
縁
地
連
絡
協
議
会
会
員
）

註
（
１
）�『
朝
鮮
通
信
使
と
京
都
』
高
麗
美
術
館
。
二
〇
一
三
年
。
コ
ラ
ム

・
貫
井
正
之
「
日
本
所
在
の
朴
徳
源
遺
墨
」。
氏
に
よ
れ
ば
朴
徳

源
の
遺
墨
は
現
在
一
六
点
確
認
出
来
る
と
い
う
。

　

（
２
）�

例
え
ば
辛
基
秀
氏
は
第
十
次
と
推
定
。（
辛
基
秀
・
仲
尾
宏
編
『
大

系
朝
鮮
通
信
使
・
巻
６
』
一
九
九
四
年
・
明
石
書
店
）
六
四
頁
。

�

上
田
正
昭
氏
は
第
十
一
次
と
す
る
。（『
朝
鮮
通
信
使
と
そ
の
時
代
』

二
〇
〇
一
年
・
明
石
書
店
）
一
七
五
頁
。

　

（
３
）�

各
次
の
朝
鮮
通
信
使
小
通
事
の
座
目
は
次
の
通
り
で
朴
徳
源
の
名

前
は
な
い
。

十
次
延
享
度
（
一
七
四
八
年
）
‥
九
名
、
洪
景
海
『
随
槎
日
録
』

に
よ
る
。

　

一
〇
名
、『
通
航
一
覧
』。
共
に
人
名
を
欠
く
。

十
一
次
宝
暦
度
（
一
七
六
四
年
）
‥
一
〇
名
。
趙
曮
『
海
槎
日
記
』

朴
再
会
、
朴
泰
萬
、
金
分
雄
、
朴
斗
応
、
朴
尚
点
、
朴
元
興
、

金
聖
徳
、
朴
致
祥
、
田
致
白
、
金
徳
重
。

十
二
次
文
化
度
（
一
八
一
一
年
）
‥
一
〇
名
。
金
履
喬
『
辛
未
通

信
日
録
』

朴
遇
春
、
李
福
采
、
朴
和
得
、
金
宗
福
、
朴
守
雄
、
金
日
彦
、

金
龍
象
、
金
成
大
、
李
千
成
、
許
道
信
。

　

（
４
）�

李
元
植
『
朝
鮮
通
信
使
の
研
究
』（
一
九
九
七
年
・
思
文
閣
出
版
）

第
四
部
第
一
章
「
通
信
使
の
遺
墨
」。
趙
景
安
の
遺
墨
四
点
（
俳

句
三
・
和
歌
一
）
を
紹
介
。

　

（
５
）�

草
梁
倭
館
に
つ
い
て
は
田
代
和
生
「
草
梁
倭
館
の
設
置
と
機
能
」

（『
近
世
日
朝
交
通
貿
易
史
の
研
究
』
第
七
章
。
一
九
七
七
年
・

創
文
社
）
に
詳
し
い
。

　

（
６
）�

最
近
、
愛
知
県
豊
明
市
阿
野
町
の
個
人
宅
で
朴
徳
源
の
肉
筆
掛
軸

が
発
見
さ
れ
た
が
未
見
で
あ
る
。

　

（
７
）�『
通
航
一
覧
』
巻
百
十
一
「
朝
人
詠
歌
」

　

（
８
）�

現
存
す
る
朴
徳
源
以
外
の
朝
鮮
通
信
使
寺
院
扁
額

☆
第
五
次
寛
永
度
‥
◆
螺
山
（
朴
安
期
）・
製
述
官
「
瑶
瓊
世
界
」。

　

◆
申
濡
（
竹
堂
）・
従
事
官
「
栄
攝
院
」。

☆
第
六
次
明
暦
度
‥
◆
翠
屏
（
趙
暭
）・
正
使
「
興
国
」。

　

◆
雪
峰
（
金
義
信
）・
写
字
官
（
第
五
次
に
も
来
日
）「
神
撫
山
」

「
禅
昌
寺
」。「
江
国
寺
」。「
金
湯
山
」「
方
丈
」。「
海
上
禅
林
」。

「
萬
松
山
」「
龍
潭
寺
」。

☆
第
七
次
天
和
度
‥
◆
洪
世
泰
・
子
弟
軍
官
「
禅
源
寺
」。

　

◆
雪
月
堂
（
李
三
鍚
）・
写
字
官
「
萬
象
寺
」「
牛
欄
寺
」。
◆

東
巌
（
咸
悌
健
）・
画
員
「
法
城
山
」。

☆
第
八
次
正
徳
度
‥
◆
平
泉
（
趙
泰
億
）・
正
使
「
大
智
山
」。「
桃

源
」。
◆
貞
谷
（
李
寿
長
）・
写
字
官
「
巨
壑
山
」。
◆
花
菴
（
李

爾
芳
）・
写
字
官
「
鳳
凰
山
」。「
南
林
山
」。「
古
禅
林
」「
曼
珠

室
利
殿
」。「
瑞
泉
山
」「
祥
雲
寺
」。
◆
海
峯
（
金
時
曮
）・
押

物
通
事
「
広
忠
寺
」。
◆
錦
谷
（
玄
徳
潤
）・
上
通
事
「
東
海
名
区
」

「
潮
音
閣
」。
◆
李
邦
彦
・
従
事
官
「
日
東
第
一
形
勝
」。
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☆
第
十
次
延
享
度
‥
◆
洪
景
海
・
子
弟
軍
官
「
対
潮
楼
」。
◆
玄

文
亀
・
写
字
官
「
霊
寳
山
」。
◆
金
天
秀
・
写
字
官
「
海
岸
庵
」

☆
第
十
一
次
宝
暦
度
‥
◆
洪
聖
源
・
写
字
官
「
瑠
璃
界
」。
◆
李

彦
佑
・
写
字
官
「
密
花
園
」「
雲
頂
峯
」。

☆
第
十
二
次
文
化
度
‥
◆
梅
軒
（
卞
文
圭
）・
上
判
事
「
全
性
寺
」。

「
拈
華
山
」。�

《
揮
毫
者
名
・
官
職
・
扁
額
文
の
順
》

　

（
９
）�『
古
画
備
考
』
二
十
六
「
吉
村
周
山
」。「
周
山
―
男
周
圭　

法
眼

吉
村
充
貞
―
周
南　

吉
村
充
國
」
と
あ
る
。

　

（
10
）�『
新
修
亀
岡
市
史
・
資
料
編
第
四
巻
』
一
九
九
六
年
。
六
八
頁
。

　

（
11
）�

田
保
橋
潔
「
朝
鮮
国
通
信
使
と
易
地
行
聘
考
・
第
五
倭
学
訳
官
獄

註
一
五
」（『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
下
。
一
九
七
二
年
・
棟
高

書
房
）

　

（
12
）�

仲
尾
宏
「
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
と
対
馬
藩
」（『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川

幕
府
』
一
九
九
七
年
・
明
石
書
店
）、
辛
基
秀
「
最
後
の
朝
鮮
通

信
使
」（『
朝
鮮
通
信
使
』
一
九
九
九
年
・
明
石
書
店
）
共
に
訳
官

使
の
研
究
の
遅
れ
を
指
摘
。　

　

（
13
）�『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』
吉
川
弘
文
館
。
一
九
九
九
年
。
仲
尾

宏
「
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
と
対
馬
藩
・
表
１
江
戸
時
代
朝
鮮
渡
海
訳

官
問
慰
行
」
参
照
。（『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川
幕
府
』
一
九
九
七
年

・
明
石
書
店
）

�

明
和
三
年
、
同
五
年
、
安
永
九
年
、
天
明
三
年
、
同
七
年
、
寛
政

八
年
、
文
化
六
年
の
七
度
。

　

（
14
）�『
対
外
関
係
史
総
合
年
表
』
に
次
の
記
載
が
あ
る
。（
概
略
）

◎
一
七
六
六
年
（
明
和
三
）
七
月
十
九
日
訳
官
使
、
釜
山
出
港
後

暴
風
の
た
め
行
方
不
明
。
生
存
者
九
名
、
漁
民
が
救
助
。（『
増

正
交
隣
志
』『
辺
例
集
要
』『
宗
氏
家
譜
略
』
な
ど
に
記
載
）

◎
一
七
六
八
年
（
明
和
五
）
五
月
三
日
来
島
。
八
月
九
日
帰
国
途

上
の
訳
官
使
中
官
、
対
馬
国
西
泊
に
て
破
船
死
没
。
十
六
日
堂

上
訳
官
豊
浦
に
て
破
船
死
没
。
二
十
日
中
官
佐
須
奈
に
て
破
船

死
没
。（『
宗
氏
家
譜
略
』
の
み
の
記
録
）

　

（
1（
）�

田
保
橋
潔
「
朝
鮮
国
通
信
使
と
易
地
行
聘
考
・
第
四
戊
午
易
地
行

聘
約
條
の
成
立
」（『
近
代
日
鮮
関
係
の
研
究
』
下
・
所
収
）
六
九

〇
頁
。

　

（
1（
）�

仲
尾
宏
「
朝
鮮
渡
海
訳
官
使
と
対
馬
藩
」（『
朝
鮮
通
信
使
と
徳
川

幕
府
』）、
三
二
一
頁
。

　

（
17
）�

田
中
健
夫
「
対
馬
以
酊
庵
の
研
究
・
以
酊
庵
歴
代
住
持
一
覧
」
参

照
。（『
前
近
代
の
国
際
交
流
と
外
交
文
書
』
所
収
）
一
九
九
六
年
。

吉
川
弘
文
館
。

　

（
18
）�

註
（
13
）
参
照
。

　

（
19
）�

皆
川
淇
園
は
享
保
一
九
年
（
一
七
三
四
）
生
・
文
化
四
年
（
一
八

〇
七
）
没
。
ち
な
み
に
柳
沢
淇
園
は
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
没

で
該
当
し
な
い
。

　

（
20
）�「
朝
鮮
通
信
使
研
究
部
会
報
」
縁
地
連
朝
鮮
通
信
使
関
係
地
域
史

研
究
会
。
十
三
号
・
十
五
号
、
仲
尾
宏
氏
の
報
告
参
照
。

�

卞
文
圭
は
文
化
六
年
と
文
化
八
年
の
二
度
対
馬
に
渡
る
。

　

（
21
）�
寺
院
の
扁
額
に
関
す
る
新
聞
記
事
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
に
そ
の
傾

向
が
強
い
。


